
平成１２年(ネ)第７号　著作権侵害差止等請求、独立当事者参加控訴事件（原審・
東京地方裁判所平成１０年(ワ)第２５３３号、同年(ワ)第１６３８９号）（平成１
２年１２月６日口頭弁論終結）
                      判　　　　　　　　　決
　　　        控訴人　　          　Ａ
              訴訟代理人弁護士　　　山  本  隆  司
              同　　　　　　　　　　足  立  佳  丈
　　　        被控訴人（脱退）      ローズ・オニール遺産財団
              被控訴人　　　        株式会社日本興業銀行
              訴訟代理人弁護士　　　岩  倉  正  和
              同　　　　　　　　　　三　村　まり子
              同　　　　　　　　　　井  上  健  二
              同　　　　　　　　　　檀　    綾  子
              同　　　　　　　　　　志  村  直  子
　　　　　          　主　　　　　　　　　文
          １　原判決をいずれも取り消す。
          ２　控訴人の、被控訴人に対する、別紙物件目録一記載のイラスト及び
同目録二記載の人形の複製の差止め及びこれらの複製物の廃棄を求める請求をいず
れも棄却する。
          ３　控訴人が別紙著作物目録記載の人形に係る著作物の著作権者である
ことを確認する。
          ４　訴訟費用は、第１、２審を通じ、これを２分し、その１を控訴人の
負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　控訴人
    (1)　東京地方裁判所平成１０年(ワ)第１６３８９号事件に係る原判決中、請求
第一、二項に係る部分を取り消す。
    (2)　被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラスト及び同目録二記載の人形を複
製してはならない。
    (3)　被控訴人は、前項のイラスト及び人形の複製物を廃棄せよ。
    (4)　主文第３項と同旨（当審で追加した請求）
    (5)　訴訟費用は、第１、２審を通じ、被控訴人の負担とする。
　２　被控訴人
　　(1)　本件控訴を棄却する。
　　(2)　控訴人の当審で追加した請求を棄却する。
　　(3)　当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
    　本件は、控訴人が、別紙著作物目録記載の人形（以下「本件人形」とい
う。）に係る著作物（以下「本件著作物」という。）の著作権者であり、被控訴人
による別紙物件目録一記載のイラスト（以下「被控訴人イラスト」という。）及び
同目録二記載の人形（以下「被控訴人人形」という。）の複製等が控訴人の本件人
形に係る我が国における著作権（以下「本件著作権」という。）の侵害に当たると
して、被控訴人に対し、これらの複製の差止め等を求めるとともに、当審において
請求を追加し、被控訴人に対し、控訴人が本件著作権の著作権者であることの確認
を求める事案である。
    　なお、脱退前被控訴人は、原審において、被控訴人イラスト及び被控訴人人
形の複製が本件著作権の侵害に当たるとして、被控訴人に対し、これらの複製の差
止め等を求めたが、本件著作権を控訴人に譲渡したとして、当審において訴訟から
脱退し、被控訴人はその承諾をした。
  １　前提となる事実
    　被控訴人は、銀行業を目的とする株式会社であり、被控訴人イラストを、被
控訴人のポスター等の広告物に複製して使用し、又は使用したことがあり、被控訴
人人形を、景品等として配布している。なお、被控訴人は、現在、被控訴人イラス
ト中、図面(一)ないし(七)、(一〇)ないし(一二)、(一四)、(一六)、(一七)のもの
を使用していない。
　２　争点及び当事者の主張
    (1)　本件著作物の創作及び発行



    （控訴人の主張）
      　ローズ・オニールは、１８７４年６月２５日、アメリカ合衆国ペンシルバ
ニア州で出生し、本件著作物を創作した上、１９１３年１１月２０日、同国内にお
いて本件著作物を発行したことにより、我が国における本件著作権の著作権者とな
った。
      　このことは、アメリカ合衆国著作権局登録記録（甲２）及びアメリカ合衆
国著作権局著作権追加登録証（甲１０）、アメリカ合衆国意匠特許公報（甲１６）
等によって明らかである。
    （被控訴人の主張）
      　ローズ・オニールが本件人形を創作したかどうかは、明らかでない。すな
わち、アメリカ合衆国著作権局登録記録によっても、上記著作権登録請求によって
登録された作品が本件人形と同一の形態を有することは何ら示されておらず、上記
意匠特許公報にも、ローズ・オニールが本件人形を創作、発行した事実は何ら示さ
れていない。
    (2)　本件著作物の創作性
    （控訴人の主張）
      　本件人形の表現上の特徴は、「クルクルぱっちりした目」、「ふくよかな
顔つき体つき」、「明るい笑顔」などであり、子供、天使、キューピッド等の表現
として不可避又は一般的なものにとどまらない創作性を有するものである。本件人
形が創作される以前において、子供、天使、キューピッド等の題材を扱った作品は
多いが、その表現形態は相互に異なる。同じ題材について美術作品を作るとして
も、その表現形態は、作者の個性、才能、技法等によって異なり、その表現の幅は
広い。
      　本件著作物は、ローズ・オニールがその制作に先立って創作し「Ladies' 
Home Journal」１９０９年１２月号に掲載された別紙イラスト著作物目録記載
の「The KEWPIE'S Christmas Frolic」（クリスマスでのキューピーたちの戯れ）の
イラスト（以下「本件イラスト著作物」という。）及び「ウーマンズ・ホーム・コ
ンパニオン」１９１０年９月号に掲載された「DOTTY DARING AND THE KEWPIES」
（ドッティー・ダーリング・アンド・ザ・キューピーズ）のイラスト（以下「１９
１０年作品」という。）の二次的著作物として創作性を有するのであって、これに
先立つ被控訴人主張の先行著作物の複製物ではない。本件著作物を被控訴人の主張
する先行著作物と比較すると、以下のとおり表現が異なる。
      ア　「The Cosmopolitan」１９０３年１１月号に掲載された「Two 
Valentines」のイラスト（乙４、以下「Two Valentines イラスト」という。）との
対比
        　Two Valentines イラストは、ローズ・オニールによって創作され、１９
０３年１１月に発行された作品である。これは、本件人形と異なり、①髪の毛が豊
かであり、②目の形も横に長いなど顔も写実的に描かれており、③背中に付いた双
翼も本件人形のように生えかけの芽のような目立たないものではなく、④頭の突起
が、後頭部から後ろに向けて伸びており、横向きの図柄においては正面から突起が
目立たないなど、従来のキューピッドを描いた著作物と共通の特徴を備えており、
本件著作物の原著作物ということはできない。
      イ　「The Cosmopolitan」１９０３年１２月号に掲載された「Christmas 
Courtship」のイラスト（乙６、以下「１９０３年作品」という。）との対比
      　　１９０３年作品は、ローズ・オニールによって創作され、１９０３年１
２月に発行された作品である。これは、ローズ・オニールがこの時期に描いたキュ
ーピッドのイラストと同様の特徴を備えているものの、本件人形とは異なり、①生
え際が描かれている等髪の毛が豊かであり、②目は黒目が点で描かれ、③眉毛は描
かれていないか、眉毛に相当するものが描かれているとしても、つり上がり、目に
接触しており、本件人形において眉毛が目からかなり離れて描かれているのと大き
く異なり、④口は点で描かれ、本件人形において、左右に伸びた曲線でほほ笑みを
表現しているのと異なり、⑤怒ったような表情又は暗い表情であり、⑥背後に描か
れている双翼状のものは、不明確であり、⑦頭部の突起は、後頭部から後ろに向か
って伸びており、うつむいた状態で初めて見える位置に描かれ、⑧頭部の突起は、
角であるのか、髪の毛であるのかが明らかでなく、本件人形において髪の毛が突起
の頂点に向けて渦を巻くように描かれているのと異なり、⑨頭部の突起は、一か所
だけ描かれており、本件人形において左右の耳の上及び後頭部の首の付け根の四か
所に描かれているのと異なり、⑩人物の姿勢は、ひざまずいて手を胸の前で合わせ



祈りを捧げており、既存の天使を描いた図柄と同様に宗教的色彩が強いなどの特徴
を有し、本件著作物の原著作物であるということはできない。
      ウ　「American Illustrated Magazine」１９０５年１２月号に掲載され
た「The Expansion of Alphonse」のイラスト（乙７、以下「１９０５年作品」とい
う。）との対比
      　　１９０５年作品は、ローズ・オニールによって創作され、１９０５年１
２月に発行された作品であるが、本件著作物と異なり、①髪の毛が豊かであり、②
目は横に長く描かれ、顔は写実的に描かれており、③頭部の突起は、後頭部から後
ろに向けて伸びており、横向きの図柄においては、正面からは突起が目立たないな
ど、従来のキューピッドを描いた作品と共通の特徴を有し、本件著作物の原著作物
であるということはできない。
    （被控訴人の主張）
      　控訴人の挙げる本件人形の表現上の特徴は、極めてありふれたものであ
り、幼児ないし子供を題材とすれば、だれが書いても同じ表現にならざるを得ない
ものであって、創作的な表現ということはできない。
        本件人形の特徴をあえて挙げれば、①全身のプロポーションが幼児の体型
であり、約３頭身である、②体型及び骨格が欧米人（白人）の特質を備えている、
③顔の表情は幼児のものである、④頭の中心部分及び横の部分のみに髪の毛が生え
ており、毛髪が生えかけた赤ん坊の産毛の中心部がとがったような形状をしてい
る、⑤後頭部に羽状の突起が下方に向かって生えている等である。①ないし④は、
いずれも、幼児ないし子供の特徴を表現したものにすぎず、また、⑤は、天使、す
なわち、キューピッドの一般的な特徴を表現したものにすぎない。
      　本件人形の特徴のすべては、ローズ・オニールの先行著作物であるTwo 
Valentines イラスト、１９０３年作品、１９０５年作品、「Harpar's Bazar」１９
０６年６月号に掲載された「A Night With Little Sister」のイラスト（乙９、以
下「１９０６年作品」という。）、「Harpar's Bazar」１９０６年１０月号に掲載
された「A Special Messenger」のイラスト（乙１１、以下「Special Messenger イ
ラスト」という。）に表れており、本件人形には、これら先行著作物に新たに付与
された創作的部分は全く存在しないから、本件人形は、これら著作物の複製物であ
って、本件人形の創作により独立した著作権は発生しない。
        ローズ・オニールは、「Toys and Novelties」１９１３年６月号（乙３
３）において、キューピーは４年前の本件イラスト著作物中で生まれたこと、その
数年前から、雑誌のイラストに頭のとがったキューピッドを使った見出しや末尾の
カットを書いていたこと、レディース・ホーム・ジャーナル誌の編集者が上記キュ
ーピッドを使って子供向けのシリーズを書くことを依頼してきたことを述べてい
る。
　　(3)　美術の著作物の該当性
　　（被控訴人の主張）
　　　　視覚を通じた美観の表象のうち、高度の美的表現を目的とするもののみが
著作権法による保護の対象とされ、その余のものは意匠法等の保護の対象とされる
と解することが、制度相互の調整及び公平の原則に照らして相当である。本件人形
は、いわゆる応用美術に当たり、著作権法（明治３２年法律第３９号、以下「旧著
作権法」という。）及び現行著作権法により保護される著作物に当たらない。
　　（控訴人の主張）
      　本件人形は、大量に複製頒布されたが、家具、装身具、文鎮等何らかの実
用品に応用されるものではないから、いわゆる応用美術には当たらない。本件人形
は、美的鑑賞性に富む美術作品として著作権法により保護されるべきものであっ
て、本件人形が大量に複製頒布されたことは、その美的鑑賞性を損なうものではな
い。
      　本件人形が応用美術であるとしても、旧著作権法において応用美術は保護
されており、また、現行著作権法においても、応用されている物品の実用性から離
れて独自の美的表現が認められるものは、一点制作の美術工芸品に限らず、保護の
対象とされている。
　　(4)　職務著作
　　（被控訴人の主張）
　　　　本件著作物ないし本件人形の職務著作物該当性については、アメリカ合衆
国法を準拠法として判断されるべきであり、また、我が国旧著作権法の下において
も、解釈上、職務著作については法人等が原始的に著作権を取得するものと解され



る。ローズ・オニールが１９１３年１１月２０日以前に創作したイラスト等につい
ては、同人がスタッフとして勤務していた出版社等に係る職務著作物として制作さ
れた結果、当該出版社等にその著作権が原始的に帰属したものも多かったと解され
るところ、本件著作物ないし本件人形もこのような職務著作物というべきである。
　　（控訴人の主張）
　　　　職務著作の主張は、抗弁であるから、その要件事実を被控訴人が主張立証
すべきである。
　　　　本件においては、控訴人が主張する著作権は、我が国における著作権であ
るから、職務著作が成立するかどうかの準拠法は、我が国著作権法である。我が国
旧著作権法の下において、解釈上、無条件で職務著作が認められるものではなく、
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者において職務上作成する著作
物で、その法人等がその著作者名義の下に公表すると認められるものについて、別
段の定めがない限り、職務著作が認められるとしており、その要件は、現行著作権
法１５条と同様と解される。本件においては、ローズ・オニールと各出版社との間
に雇用契約が成立しておらず、被控訴人主張の各著作物は、いずれもローズ・オニ
ールを著作者として公表されており、職務著作は成立しない。
　　　　また、上記準拠法がアメリカ合衆国法であるとしても、１９０９年アメリ
カ合衆国著作権法は、「著作者」という用語は職務著作の場合における使用者を含
むとし、現行１９７６年アメリカ合衆国著作権法は、職務上の著作物の場合に著作
物を作成させる使用者等が著作者とみなされると規定するが、被控訴人主張の各著
作物は、いずれもローズ・オニールを著作者として公表されており、アメリカ合衆
国法を準拠法としても、職務著作は成立しない。
    (5)　著作権の保護期間
    （控訴人の主張）
      　ローズ・オニールは、本件著作物を創作し、日米間著作権保護ニ関スル条
約（明治３９年５月１１日公布、以下「日米著作権条約」という。）及び旧著作権
法に基づき、我が国の著作権を取得したが、旧著作権法３条、５２条１項により、
本件著作権の存続期間は、著作者であるローズ・オニールの死後３８年となった。
        日本国との平和条約（昭和２７年条約第５号、以下「平和条約」とい
う。）７条により日米著作権条約は廃棄されたが、平和条約１２条(b)(1)(ii)、平
和条約第１２条に基く著作権に関する内国民待遇の相互許与に関する日米交換公文
及び附属書簡（昭和２９年外務省告示第４号、以下「外務省告示」という。）によ
り、アメリカ合衆国国民の著作物に対し、昭和２７年４月２８日から４年間、内国
民待遇が与えられるとともに、同日までの間、日米著作権条約が有効であるとみな
された。アメリカ合衆国国民の著作物は、上記４年間の満了の日である昭和３１年
４月２８日以降、万国条約特例法１１条に基づき、引き続き内国民待遇を受けてい
る。
        アメリカ合衆国は、１９８９年、文学的及び美術的著作物の保護に関する
ベルヌ条約（昭和５０年条約第４号、以下「ベルヌ条約」という。）に加入した
が、万国条約特例法の施行前に発行された本件人形については、同法附則２項によ
り同法１０条の適用が排除されると解すべきである。
        現行著作権法５１条により、著作権は、著作者の死後５０年間保護され、
また、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律（昭和２７年法律第３０２
号、以下「連合国特例法」という。）４条１項により、本件著作権の保護期間につ
いて３７９４日間の戦時加算がされる。
        ローズ・オニールは、１９４４年４月６日、アメリカ合衆国ミズーリ州に
おいて死亡したから（甲６、９）、本件著作権は、２００５年５月６日まで保護期
間が存続する。
      　アメリカ合衆国がベルヌ条約に加入した後においても、本件著作権につい
ては、万国条約特例法１１条が適用される。すなわち、同法は、万国著作権条約
（昭和３１年条約第１号）及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万
国著作権条約（昭和５２年条約第５号）（以下、一括して「万国条約」という。）
との関係でのみ適用される法律ではなく、これら以外の条約との関係で定められた
規定が多数存在する。万国条約特例法１１条は、平和条約１２条及び外務省告示が
失効した後において、既得権尊重という一般法理念及び国際信義の観点から、国際
法上は保護義務を負わなくなるそれらの著作物を引き続き国内法上保護するもので
ある。したがって、万国条約特例法１１条に対応する国際法の規定は、万国条約１
９条ではなく、平和条約１２条及び外務省告示であるから、万国条約とベルヌ条約



の優先関係は、万国条約特例法１１条の適用の有無とは切り離して解すべきであ
る。
    （被控訴人の主張）
      　ベルヌ条約は、万国条約及び万国条約特例法に優先するため、本件著作権
についても、ベルヌ条約が適用され、本件著作権の我が国における保護期間は、１
９４１年１１月２０日の経過をもって満了した。
        本件人形が、１９１３年１１月２０日、アメリカ合衆国において発行され
たものであるとすると、１９０９年アメリカ合衆国著作権法が適用される。同法
は、更新登録を行わない限り、著作権は発行後２８年間で満了すると規定してい
た。控訴人は、本件人形が、１９１８年４月５日、ローズ・オニール名義で登録番
号Ｈ１０４０として登録されたと主張するが、同番号で登録された著作物につい
て、アメリカ合衆国で保護期間延長のための更新登録は行われていないから、同国
における本件人形の著作権は、１９４１年１１月２０日の経過をもって満了した。
アメリカ合衆国は、１９８９年３月１日、ベルヌ条約に加入したが、同条約は、既
に我が国についても発効していたから、日米両国がベルヌ条約の当事国となり、同
条約が日米両国間の著作権保護を規定することとなった。同一当事国間においてベ
ルヌ条約と万国条約の双方が有効な場合について、万国条約１７条及び同条に関す
る附属宣言は、万国条約を排除し、ベルヌ条約を適用することを定めている。した
がって、現在、日米両国間の著作権保護について適用される条約はベルヌ条約であ
って、万国条約は適用されない。ベルヌ条約１８条(1)は、「この条約は、その効力
発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなった著作物以外
のすべての著作物について適用される。」として、遡及効の原則を規定する。ベル
ヌ条約が日米間において効力を生じた当時、アメリカ合衆国における本件人形の著
作権は、既に保護期間を満了していたから、本件人形はベルヌ条約により保護され
る著作物に該当しない。よって、本件著作権は、アメリカ合衆国のベルヌ条約加入
により、アメリカ合衆国における保護期間の満了時である１９４１年１１月２０日
にさかのぼって、我が国における保護期間が満了した。
        万国条約特例法は、万国条約の規定に基づいて保護を受ける著作権につい
て、著作権法の特例を規定した万国条約の実施法であるから、ベルヌ条約が優先し
て適用され万国条約の適用を受けない本件著作権については、万国条約特例法は適
用されない。万国条約特例法１１条は、万国条約１９条の趣旨及び既得権尊重とい
う一般法理念に基づき定められたとされる。しかしながら、万国条約１９条は、既
得権保護の定めに続けて、「この条の規定は、第１７条及び前条の規定に何ら影響
を及ぼすものではない。」と規定している。万国条約１７条は、万国条約がベルヌ
条約に何らの影響も及ぼさないとする、ベルヌ条約優先適用に関する規定であっ
て、ベルヌ条約が万国条約１９条の既得権保護の理念にも優先して適用されること
が明示されている。したがって、万国条約特例法１１条の立法趣旨からも、ベルヌ
条約が同条に優先して適用される。さらに、日米間の著作権保護において、万国条
約特例法とベルヌ条約とは前法と後法の関係となるから、「後法優位」の原則によ
っても、ベルヌ条約が優先する。
    (6)　本件著作権の控訴人に対する譲渡
    （控訴人の主張）
      　本件著作権は、ローズ・オニールの死後、同人の遺産を管理する脱退前被
控訴人ローズ・オニール遺産財団（以下「遺産財団」という。）に承継された。す
なわち、ローズ・オニールはアメリカ合衆国ミズーリ州において無遺言により死亡
したところ、ミズーリ州法は、個人が無遺言で死亡した場合も、財産は直ちに国庫
に帰属するのではなく、一定の親族が存在すれば、その者たちが相続するものと定
めている。そして、被相続人が無遺言で死亡したとき、財産を管理するためには、
遺産管理人が任命されることが通常必要である。遺産の最終処分が行われ遺言遺産
執行者又は無遺言遺産管理者が任務を終了した後に未処分財産が発見された場合に
ついて、ミズーリ州法は、未払の債務が確認されるか、又はその他の正当事由があ
るときに限り、未処分財産の遺産管理状を発行することができると規定している。
本件著作権はローズ・オニールの財産であったから、同人の死亡によりその親族に
相続されたが、本件著作権は、遺産の最終処分が行われた１９６４年１月１６日の
後に発見されたため、１９９７年７月１４日、ミズーリ州タニー郡巡回裁判所検認
部に対して、遺産管理状の発行が申し立てられ、その申立てに基づき、同年７月１
５日、デビッド・オニールが遺産管理状の発行を受け、遺産財団管財人に任命され
た。



      　控訴人は、平成１０年５月１日、遺産財団から、本件著作権を含むロー
ズ・オニールが創作したすべてのキューピー作品に係る我が国著作権等を、頭金と
して15,000アメリカドル、ランニング・ロイヤリティとしてキューピー製品及び物
品に係る控訴人自身の純収入の２％を支払うほか、キューピー作品に関して第三者
から受領した金額の２分の１を対価として支払う旨の約定により譲り受けた。
    （被控訴人の主張）
      　遺産財団は、１９６４年１月１６日の最終清算命令により解散した。その
後三十数年を経過した１９９７年７月１５日、デビッド・オニールの申立てを受け
たミズーリ州タニー郡巡回裁判所検認部の決定により、遺産財団が復活するととも
に、デビッド・オニールがその管財人に任命されたが、上記遺産財団の復活及びデ
ビッド・オニールの任命は、以下のとおり、法定の要件を充足しておらず無効であ
る。すなわち、第１に、いったん解散した遺産財団を復活する決定及び遺産財団管
財人の任命は、財団の未管理財産が発見されたことが要件の一つである。デビッ
ド・オニールは、１９９７年７月１４日、遺産財団の遺産管理状の交付を申し立て
たが、その申立書には、上記最終清算命令当時に同財団の管財人であったポール・
オニールの任務が終了した後、新たに未処分財産を発見した旨記載されている。し
かしながら、ポール・オニールは、キューピー著作物について遺産財団の権利をよ
く認識し、これを実際に行使していたのであって、本件人形に係る著作権につき未
管理財産を新たに発見したとは考えられない。第２に、ミズーリ州法によれば、遺
産財団を復活させるためには、未処分財産の遺産管理状の交付申立書に、未払債務
が存在すること又は他の正当事由が示されることが要求されているところ、デビッ
ド・オニールの申立書には、そのいずれの記載もない。したがって、デビッド・オ
ニールには、遺産財団を代表して本件著作権を譲渡する権限がないから、控訴人に
本件著作権が帰属する余地はない。
    (7)　本件著作権の第三者への譲渡
    （被控訴人の主張）
      　ローズ・オニールの相続人は、１９４７年ころ、キューピーのイラスト等
に係るすべての権利を第三者であるジョゼフ・カラスに譲渡した。
    （控訴人の主張）
      　遺産財団が、ジョゼフ・カラスに対して、本件著作権を含むキューピー作
品に係る著作権を譲渡した事実はない。遺産財団管財人ポール・オニール及びジョ
ゼフ・カラスは、いずれもアメリカ合衆国国民であるから、両名間における著作権
の譲渡に関しては、同国法が適用されるところ、１９４７年当時施行されていた１
９０９年アメリカ合衆国著作権法において、著作権譲渡の登録を怠れば権利を喪失
したから、著作権の譲渡があれば、当事者は必ず譲渡証書をアメリカ合衆国著作権
局に登録することになるが、本件人形に係るアメリカ合衆国における著作権は既に
１９４１年に保護期間を満了し消滅していたから、上記譲渡証書の登録が行われる
はずもない。ジョゼフ・カラスは、人形メーカーを経営し、自らデザインした人形
を製造販売する等の事業を展開し、著作権や著作権譲渡証書の登録を行った経験が
あり、著作権譲渡の登録に関する知識を有していたにもかかわらず、本件著作権を
譲り受けた旨の登録をしていないのは、上記の譲渡がされていないことの表れであ
る。
      　仮に、遺産財団管財人ポール・オニールがジョゼフ・カラスに対して本件
著作権を譲渡したとしても、この譲渡と控訴人に対する本件著作権の譲渡とが二重
譲渡の関係に立つにすぎず、控訴人に対する本件著作権の譲渡が無効となるもので
はなく、また、被控訴人は本件著作権を侵害する不法行為者であるから、控訴人
は、被控訴人に対し、対抗要件を具備することなく、本件著作権を行使することが
できる。
    (8)　訴訟信託
    （被控訴人の主張）
      　遺産財団から控訴人への本件著作権の譲渡は、訴訟信託に該当し無効であ
る。
      　信託法１１条は、訴訟行為を主たる目的とする信託を禁止しており、同条
に違反する権利の譲渡は、強行法規違反として無効である。譲渡の対価が存在しな
い場合や譲渡の対価を訴訟の結果にかからしめる趣旨の了解があるような場合に
は、当該譲渡は、訴訟信託に当たるとされる。また、権利の譲受けの後、極めて短
期間で訴えが提起されていることも、訴訟信託をうかがわせる事情である。
    （控訴人の主張）



      　控訴人は、弁護士を代理人として選任している以上、訴訟信託をする必要
性はない。
    (9)　権利の失効
    （被控訴人の主張）
      　本件著作権は、以下の経緯に照らすと、被控訴人に対する関係で失効した
と解されるので、控訴人が本件著作権を行使することは許されない。
      　被控訴人イラストが最初に制作された昭和２８年当時、我が国において、
「キューピー」と称される多くの人形やイラストが存在していた。遺産財団は、我
が国においてローズ・オニールの創作したキューピーの無許諾複製物が大量に生産
され流通していた事実を認識していた。
      　被控訴人は、全国的に営業を展開している大手の著名銀行であり、昭和２
８年から被控訴人イラスト及び被控訴人人形（以下「被控訴人イラスト等」とい
う。）を使用していたものであるから、被控訴人が四十数年間にわたり被控訴人イ
ラスト等を使用していたことは、通常の注意力を有するものであればだれでも特段
の努力を払わずに容易に認識できる状況であったが、大正時代からの長期間にわた
る我が国国内でのキューピー人形の大量の生産、販売に対し、ローズ・オニール及
び遺産財団から、警告その他権利侵害行為の中止を要求されたことはなかった。ま
た、被控訴人による被控訴人イラスト等の使用に関しても、その使用を開始した昭
和２８年から平成９年２月の控訴人による申入れまでの４３年間、本件著作権の侵
害等を理由とする中止の要求は一切されていない。以上の事実は、本件において、
被控訴人が、本件著作権を含むキューピーの著作権がもはや行使されることはない
と信ずべき正当な事由に当たる。
      　キューピー人形が我が国で普及したのは、被控訴人及びキューピー株式会
社のような企業を始め、多くの人形製造会社やイラストレーターたちが、独自にそ
れぞれの「ジャパニーズ・キューピー」を創作し、使用してきた努力によるのであ
って、遺産財団の努力によるものではない。遺産財団が権利行使を怠っている間
に、被控訴人は、自らの企業努力により、被控訴人イラスト等を使用することによ
る営業上の利益を確立して現在に至っている。このような状況下で、遺産財団が本
件著作権を行使することは許されない。
      　控訴人は、このような事情をすべて知り、遺産財団が被控訴人に対して本
件著作権に基づく訴訟を提起していたことを熟知した上で、遺産財団から本件著作
権を譲り受けたものであり、このような控訴人の行為は、被控訴人を始め多くの善
意者の既得権を害し、いたずらに自己の利益を図る行為である。したがって、控訴
人が、遺産財団の下で既に失効した権利に基づき被控訴人に対して権利を行使する
ことも、信義則に反し許されない。
    （控訴人の主張）
　　　　「権利失効の原則」が適用されるためには、①長期間の権利の不行使に加
え、②もはや権利行使を受けないとの正当な信頼、③権利を行使することが信義則
に反すると評価し得る権利者の帰責性が必要であるが、長期間権利を行使しなかっ
たことをもって直ちに②及び③の要件を満たすものと評価するのは相当でない。本
件において、被控訴人には、本件著作権が行使されないと信頼したことにつき正当
な理由はない。また、ローズ・オニール及び遺産財団と被控訴人との間に契約関係
はなく、本件著作権の単なる不行使がもはや権利が行使されないものと信頼すべき
正当な理由を生じさせる信頼関係は存在しないから、本件においては、上記②及び
③の要件を欠く。
        我が国において大流行したキューピー人形のうち、ローズ・オニールの許
諾を得て複製されたものには、著作権者がローズ・オニールである旨の著作権表示
のほか、アメリカ合衆国連邦特許商標庁に意匠特許登録がされている旨の表示がさ
れていた。また、ローズ・オニールは、アメリカ合衆国著作権局に本件著作権の著
作権登録を行っている。さらに、「キューピー」の作者がローズ・オニールである
ということは、我が国においても公知の事実であり、被控訴人は、本件著作権が行
使されることを予想すべきであった。
      　本件人形が発表された当時の日米関係は良好ではなく、不安定な国際状況
の下で、アメリカ合衆国国民である個人が我が国において事業活動を展開したり権
利を行使することは困難であった。したがって、ローズ・オニール及び遺産財団が
被控訴人に対し本件著作権を行使することが困難であった以上、現在に至って初め
てその権利を行使することが信義則に反すると評価することはできない。また、被
控訴人イラスト等の使用は我が国国内に限定されていたから、遺産財団がこれらの



情報を知る余地はなかった。
      　また、「権利失効の原則」により権利行使を制限することの法的効果は、
人的に相対的なものと解すべきである。控訴人は、遺産財団から本件著作権の譲渡
を受けるや、直ちにその権利行使をしているので、少なくとも、控訴人に対し同原
則が適用される余地はない。
    (10)　複製又は翻案
    （控訴人の主張）
      　被控訴人イラスト等は、下記のとおり、本件著作物の内容及び形式を覚知
させるに足りるものであり、又は少なくともその本質的な特徴を直接感得させるも
のであることが明らかであるから、本件著作物の複製物又は翻案物に当たる。被控
訴人イラスト等と本件著作物について被控訴人の指摘する相違点は、さ細なものに
すぎない。被控訴人イラスト等を本件人形と対比すると、以下のとおりである。
      ア　被控訴人人形
      　　被控訴人人形と本件人形の共通点は、①直立の人形である、②乳幼児の
体型であり、頭部が全身と比較して大きい、③裸である、④性別がはっきりせず、
中性的である、⑤体格がふっくらとしている、⑥骨格において欧米人的特徴を見い
だせない、⑦後頭部が緩やかな円形をしている、⑧頭部の中央部分、左右の側頭部
及び後頭部下方にとがった形状の髪の毛が生えており、中央部分の毛は前に垂れて
おり、その余の頭部には髪の毛がない、⑨顔は、やや縦長であるが縦横の長さがほ
ぼ同じで、丸顔であって、頬がふっくらとしている、⑩目は、丸く大きく、瞳が左
方向を向いている、⑪眉は、目から離れた位置に描かれている、⑫鼻は、目立た
ず、小さく丸い、⑬口は、下向きの円弧状に、ほほ笑んでいるような表情に描かれ
ている、⑭彩色された小さな双翼が肩に生えている、⑮両手は、腕を伸ばし、手の
ひらを広げている、⑯腹部は、前に張り出している、⑰胴は、膨らんでいる、⑱背
中は、平たんである、⑲かわいらしい印象を受ける、という点である。
      イ　被控訴人イラスト中イラストレーターの訴外Ｂが制作した図面（一）～
（五）、（七）～（九）のもの（以下「渡辺イラスト」という。）
      　　渡辺イラストと本件人形の共通点は、①立った姿勢である（図面（一）
のものを除く）、②乳幼児の体型であり、頭部が全身と比較して大きい、③裸であ
る（図面（一）（二）（四）（八）のもの）、④性別がはっきりせず、中性的であ
る（図面（一）右、（二）（四）（八）のもの）、⑤体格がふっくらとしている、
⑥骨格において欧米人的特徴を見いだせない、⑦後頭部が緩やかな円形をしてい
る、⑧頭部の中央部分、左右の側頭部及び後頭部下方にとがった形状の髪の毛が生
えており、中央部分の毛は前に垂れている、⑨顔は、やや縦長であるが縦横の長さ
がほぼ同じで、丸顔であって、頬がふっくらとしている、⑩目は、丸く大きく、瞳
が左又は右方向を向いている、⑪眉は、目から離れた位置に描かれている、⑫鼻
は、目立たず、小さく丸い、⑬口は、下向きの円弧状に、ほほ笑んでいるような表
情に描かれている、⑭双翼が肩に生えている（図面（一）左、（九）中央のも
の）、⑮両手は、腕を伸ばし、手のひらを広げている（図面（四）、（五）中央、
（八）（九）のもの）、⑯腹部は、前に張り出している、⑰胴は、膨らんでいる、
⑱背中は、平たんである、⑲かわいらしい印象を受ける、という点である。
      ウ　被控訴人イラスト中イラストレーターの訴外Ｃが制作した図面（六）、
（一〇）～（一七）のもの（以下「駄場イラスト」という。）
      　　駄場イラストと本件人形の共通点は、①立った姿勢である（図面（六）
（一〇）（一三）（一四）（一七）のもの）、②乳幼児の体型であり、頭部が全身
と比較して大きい、③体格がふっくらとしている、④骨格において欧米人的特徴を
見いだせない、⑤後頭部が緩やかな円形をしている、⑥頭部の中央部分、左右の側
頭部及び後頭部下方にとがった形状の髪の毛が生えており、中央部分の毛は前に垂
れており、その余の頭部には髪の毛がない、⑦顔は、やや縦長であるが縦横の長さ
がほぼ同じで、丸顔であって、頬がふっくらとしている、⑧目は、丸く大きく、瞳
が左又は右方向を向いている、⑨眉は、目から離れた位置に描かれている、⑩鼻
は、目立たず、小さく丸い、⑪口は、下向きの円弧状に、ほほ笑んでいるような表
情に描かれている、⑫双翼が肩に生えている（図面（一三）中央のもの）、⑬両手
は、腕を伸ばし、手のひらを広げている（図面（一一）、（一三）～（一五）のも
の）、⑭腹部は、前に張り出している、⑮かわいらしい印象を受けるという点であ
る。
      　本件著作物は、被控訴人が挙げるローズ・オニールの先行著作物の二次的
著作物に当たらないから、これら先行著作物の存在は、被控訴人が本件人形を複製



又は翻案したという結論に影響を及ぼさない。
      　上記(2)のとおり、本件著作物は、被控訴人主張の先行著作物よりも、ロー
ズ・オニールが本件著作物の制作に先立って１９０９年に創作した本件イラスト著
作物中のキューピーのイラスト（以下「キューピーイラスト」という。）及び１９
１０年作品の本質的な特徴を直接感得させるものであるから、これらを原著作物と
する二次的著作物というべきである。これらの原著作物は、我が国において保護期
間が満了していないから、本件著作権の効力は、原著作物に新たに付加された創作
的部分についてのみならず、本件人形全体に及んでいる。
      　仮に、本件著作物が被控訴人主張の先行著作物の二次的著作物に当たると
しても、先行著作物は、アメリカ合衆国において発行されるのと同時にカナダにお
いても発行されているから、当時の英国法により英国における著作権が発生し、さ
らに、ベルヌ条約により我が国における本件著作権が生じた。したがって、先行著
作物の著作権は我が国において保護期間が満了しておらず、控訴人は、遺産財団か
らこれら先行著作物の著作権も譲り受けたから、先行著作物の存在は、本件著作権
の範囲に影響を及ぼさない。
    （被控訴人の主張）
      　被控訴人イラスト等は、頭部と全身との割合、体型、顔の表情、髪の毛、
双翼、動きの表現、服の着用、性別等の点において大きく異なるから、本件人形の
複製物又は翻案物ということはできない。被控訴人イラスト等と本件人形の共通点
についても、子供の天使を題材に表現すると必然的に生ずる非本質的部分における
ものにすぎず、本件人形の特徴的部分における表現形式ではない。
      　仮に、本件著作物が先行著作物に新たな創作的部分を付加したものとすれ
ば、本件著作物は、先行著作物を原著作物とする二次的著作物に当たるから、本件
著作権は、このように新たに付加された創作的部分についてのみ生じ、原著作物と
共通しその実質を同じくする部分には生じない。そして、本件著作物において先行
著作物に新たに付加された創作的部分は、被控訴人イラスト等において感得されな
いから、被控訴人イラスト等が本件著作物の複製物又は翻案物であるということは
できない。
    (11)　依拠
    （控訴人の主張）
      　ローズ・オニールは、本件著作物を創作し、１９１３年、これをアメリカ
合衆国のみならず我が国でも頒布した結果、このころから１９１８年にかけて、キ
ューピー人形が我が国においても大流行した。このように、本件著作物は、我が国
国内において著名となり、また、本件著作物を違法に複製したキューピー人形が我
が国国内において多数流通しており、被控訴人イラスト等の制作者は、上記のよう
な本件著作物の違法複製物をデパートの売場で見ていた。
      　被控訴人は、被控訴人イラスト等に「キューピー」の名称を付している
が、「キューピー」の名称は、ローズ・オニールが西洋神話のキューピッドをヒン
トに創作した造語であって、ローズ・オニールの命名前には存在しないから、被控
訴人が被控訴人イラスト等に「キューピー」の名称を付していることからも、本件
著作物への依拠は明らかである。また、被控訴人イラスト等が本件人形の特徴を備
えていることからも、依拠性が明らかである。
    （被控訴人の主張）
      　控訴人が本件著作物の発行日と主張する１９１３年１１月２０日以前にお
いても、「キューピー」と称する多数の作品が存在しており、しかも、その一部に
ついては、ローズ・オニール以外の複数の名義でアメリカ合衆国著作権登録がされ
ている。さらに、「Japan Kewpie Club NEWS 1」（甲２０）に掲載されている多く
の写真等によっても、被控訴人イラストが制作された昭和２８年ころまでに、「キ
ューピー」と称される様々な形態のイラスト及び人形が流通していたことがうかが
われる。このように、昭和２７年ないし２８年ころ、我が国において「キューピー
人形」として流通していたものには、本件著作物の複製物に当たらない多種多様な
形態のものも含まれていた。被控訴人イラスト等の制作者が、他に多数存在してい
たキューピー人形ではなく、本件著作物又はその複製物に依拠して被控訴人イラス
ト等を制作したということはできない。
      　本件著作物の複製物は、昭和２８年当時、既に我が国において製造、販売
されていなかったため、渡辺イラストの制作者である訴外Ｂがデパートの売　場で
本件著作物の複製物を見かけたということはあり得ない。同人は、いわゆる「ビリ
ケン人形」を参考にし、当時幼児であった自分の娘の表情、体型及び動きを取り入



れる等により、独自に被控訴人イラストを創作したものである。
      　被控訴人イラスト等には「キューピー」の名称が付されているが、｢キュー
ピー｣と称する多種多様なイラスト及び人形が多数存在したから、上記名称が依拠を
示すことにはならない。
      　なお、「キューピー」と称される多数の作品の中には、著作権がローズ・
オニール以外の者によって原始取得されているものも多く、昭和２７年ないし２８
年ころ我が国において既に著作権が消滅していたものもあることに照らすと、控訴
人において、被控訴人イラスト等の依拠した対象が本件著作物又はその複製物であ
ることを主張すべきである。
    (12)　権利の濫用
    （被控訴人の主張）
      　控訴人が本訴において本件著作権に基づく差止め及び廃棄の請求をするこ
とは、以下の経緯に照らし、権利の濫用に当たり許されない。
      　控訴人は、昭和６３年１０月ころ、京都市に「想い出博物館」を開設し、
自ら収集したいわゆる「キューピー」人形を含む古い玩具類等を展示するほか、土
産品等の販売を行い、平成６年１２月、神戸市に「キューピー」の博物館兼販売店
である「キューピークラブ　イン　神戸」を開設し、同年ころから、「日本キュー
ピークラブ」を主宰し、ローズ・オニールの制作したイラストが数多く掲載され
た「Japan Kewpie Club News」を発行した。
      　被控訴人は、平成３年１１月、平成４年２月及び同年３月、上記「想い出
博物館」のコレクションを用いて、「キューピー」に関するロビー展を開催し、控
訴人に対し、人形のレンタル料等として少なくとも数十万円を支払った。控訴人
は、平成５年５月ころ、被控訴人に対し、自らが製造、販売するキューピーの図柄
を付した商品を顧客配布用品として採用するよう、積極的な営業活動を行った。被
控訴人は、同年８月ころ、控訴人の商品を顧客配布用粗品として採用した上、控訴
人との取引を開始し、控訴人から購入した商品は、タオル、おしぼり、クリスタル
グラス等３０点近くに及んだが、これらの商品の中には、「<C> KEWPIE CLUB」の表
示がされているものもある。しかし、被控訴人は、平成７年３月ころ、被控訴人の
オリジナル製品を制作して顧客頒布用品として配布することを決定し、控訴人との
取引を終了した。被控訴人が商品購入代金として控訴人に支払った金額は、平成５
年度約４０００万円、平成６年度約６７００万円、平成７年度約１０００万円、合
計約１億２０００万円に及び、控訴人は、被控訴人との取引により多額の利益を得
た。
      　控訴人は、平成８年１１月２０日、ローズ・オニールの財産を管理してい
るアメリカ合衆国の団体と我が国におけるローズ・オニールの著作権に関して総代
理店契約を締結したとして、被控訴人に対し、ローズ・オニールのキューピーの使
用及び購入を求めてきた。被控訴人は、控訴人の有する権利の内容を確認したい旨
を申し入れたところ、控訴人は、同年１２月２０日、被控訴人に対し、遺産財団と
「想い出博物館」の間の契約書であるとする書面（乙３８）の写しを提出した。と
ころが、控訴人は、平成９年２月７日、従来の主張を一変して、「日本におけるロ
ーズ・オニール・キューピーの著作権を管理する『想い出博物館』に対し、『キュ
ーピー』の使用料として年間一億円を支払って欲しい」と要求した。これに対し、
被控訴人は、控訴人の権利の内容が具体的に明らかにされない限り支払には応じら
れない旨回答したところ、控訴人代理人から警告書が送付され、次いで、平成１０
年２月、遺産財団が本件訴訟を提起した。
      　控訴人が被控訴人に対して交付した上記書面（乙３８）には、契約当事者
として、「遺産財団の執行者（Executor）であるデビッド・オニール」と記載され
ている。しかしながら、昭和３９年１月１６日ないし平成９年７月１５日の間、遺
産財団は存在せず、その財産の管理処分権者は存在しなかった。したがって、控訴
人は、何ら正当な権原もなく、自ら著作権侵害行為を繰り返して多額の利益を挙
げ、無権原の者により作成された契約書を示して、被控訴人に対し金員の支払を要
求したり、被控訴人の違法行為を誘発していた。
    （控訴人の主張）
      　被控訴人の主張は、何ら権利濫用を基礎付けるものではない。
      　乙第３８号証の契約書は、以下のとおり、有効に締結された。すなわち、
遺産財団は、１９６４年１月１６日、いったん計算終了により解散したが、被相続
人の未処分財産が存在する限り、消滅はしなかった。ローズ・オニールの遺族は、
ローズ・オニールの遺産について信託を形成し、１９６４年３月１８日から受託者



として管理に当たっていたポール・オニールは、１９８９年１２月、受託者として
の地位をデビッド・オニールに承継させ、同人が受託者の地位に基づいて上記契約
書の契約を締結した。
      　著作権侵害を行った者であっても、後に適法に著作権の譲渡や許諾を受け
て権利行使をすることは妨げられない。控訴人は、現在では本件著作権を適法に譲
り受けた上で本件人形を複製しているのであり、それは正当な行為ということがで
きるから、控訴人が本件著作権を行使をすることは、権利の濫用に当たらない。
      　また、控訴人が過去において本件著作権を侵害したとしても、控訴人が本
件著作権の独占的通常利用権の許諾を受け、さらに、本件著作権を譲り受けた際、
著作権者から過去の本件著作権の侵害行為について宥恕を受けていること等に照ら
すと、控訴人が本件著作権を行使をすることがクリーンハンドの原則に照らし許さ
れないものではない。
第３　争点に対する判断
　１　本件著作物の創作及び発行について
    (1)　証拠によれば、以下の事実を認定することができる。
      　ローズ・オニールは、１８７４年６月２５日、アメリカ合衆国ペンシルバ
ニア州で出生し、１８８９年ころから雑誌にイラストを寄稿するなどしてその画才
が注目されていたところ、１８９６年ころから本格的にイラストレーターとして活
動を始めた。ローズ・オニールは、１９０３年以降、従来西欧神話の天使であり双
翼を有する幼児の姿をしたキューピッドのイラストに若干の修飾を加えた、Two 
Valentines イラスト、１９０３年作品、１９０５年作品、１９０６年作品等を発表
した後、「Ladies' Home Journal」１９０９年１２月号に、従来のキューピッドの
イラストと異なり、新たな空想上の存在を感得させる独創的なキューピーイラスト
が描写された本件イラスト著作物を発表した（甲１、１４、乙４、６、７、９）。
      　ローズオニールは、そのころ、キューピーの人形を作ってほしいとの子供
たちの手紙を受け取ったことから、戯れにキューピーイラストを立体的に表現して
本件人形と同一の形態を有するキューピーの小さな彫像を彫ったところ、そのこと
を知った複数の玩具工場からキューピー人形を製造したいとの申出を受け、人形の
複製を許諾する工場を選定した。１９１２年、ドイツでビスク製のキューピー人形
が試作されることとなり、ローズ・オニールも渡独し、玩具工場において助言及び
指導をした。また、ローズ・オニールは、当時イタリアで美術を学んでいた妹のカ
リスタにキューピー人形の制作につき助力を依頼し、カリスタは助手を務めるよう
になった。ドイツで制作された本件人形は、１９１３年、アメリカ合衆国において
販売され、爆発的な人気を博した（甲１、１４）。
      　ローズ・オニールは、１９１２年１２月１７日、アメリカ合衆国連邦特許
商標庁に対し、キューピー人形の意匠について意匠特許登録の出願をし、その意匠
は、１９１３年３月４日、登録第４３６８０号意匠特許として登録された（甲１
６）。また、ローズ・オニールは、１９１３年１１月２０日、アメリカ合衆国著作
権局に対し、キューピーの小さな彫像の著作物につき、自らを著作権者とする著作
権の登録を申請し、登録番号Ｈ１０４０として登録がされた（甲２、１０）。
      　控訴人の所持する本件人形は、上記登録意匠と同一の形態を有するが、そ
こには、「 ROSE O'NEILL.1913」の著作権表示及び「REG 
U・S・PAT・OFF・DES・PAT・Ⅲ・4・1913」の意匠特許表示がされている（甲３、１
６）。
      　上記認定の事実を総合すれば、ローズ・オニールは、１９１０年ないし１
９１２年の間に、アメリカ合衆国で、本件人形と同一の形態を有するキューピーの
小さな彫像を本件著作物として創作し、１９１３年にその複製物として本件人形を
制作するとともに、本件著作物を発行したものと認めるのが相当である。
      　なお、控訴人が所持し別紙著作物目録によって特定される本件人形（甲第
３号証に撮影された人形）そのものは、その原型となった作品の複製物であること
が形態等に照らして明らかである以上、それ自体について著作物性をいう余地はな
いから、弁論の全趣旨にかんがみれば、控訴人も、このことを前提とした上、本件
著作物は、上記のとおり、ローズ・オニール自身が彫った、本件人形と同一の形態
を有するキューピーの小さな彫像であり、また、本件著作権は、上記小彫像の著作
者であるローズ・オニールに帰属した後に遺産財団を経て控訴人が譲り受けたとす
る本件著作物の我が国における著作権であるとの主張をしているものと解される。
    (2)　被控訴人は、アメリカ合衆国著作権局登録記録によっても、上記著作権登
録請求によって登録された作品が本件人形と同一であることは何ら示されておら



ず、上記意匠特許公報にも、ローズ・オニールが本件人形を創作、発行した事実は
何ら示されていないと主張する。しかしながら、上記認定のとおり、甲第３号証に
撮影された人形には、ローズ・オニールがその人形の著作権者であるとする著作権
表示とともに、ローズ・オニールが上記意匠特許権者である旨の意匠特許表示が付
されているのであり、また、アメリカ合衆国連邦特許商標庁に登録された上記意匠
特許の登録公報（甲１６）には、甲第３号証の人形と同一の意匠がローズ・オニー
ルを創作者として登録されている。そして、本件著作物は、１９０９年にローズ・
オニールが創作した本件イラスト著作物中に描かれたキューピーイラストを立体的
に表現したものであって、これらの事実を総合すると、アメリカ合衆国著作権局に
登録されたキューピーの小彫像が本件人形と同一形態のものであると認めるのに十
分である。
　２　本件著作物の創作性について
    (1)　キューピーイラスト（本件イラスト著作物中のキューピーのイラスト）の
形態は、①裸で立っている、②全身が３頭身である、③掌を広げている、④頭は丸
い、⑤髪の毛は中央部が突出して額にまで細く流れている、⑥耳のそばにカールし
た髪がある、⑦顔は頬がふっくらと丸い、⑧目は丸くパッチリしている、⑨眉毛は
小さく目との間隔が広い、⑩鼻は小さく丸い、⑪口はほほ笑んでいる、⑫背中に小
さな双翼がある、⑬腹が膨れている、⑭性別は判別できない、⑮陽気に笑っている
か茶目っ気のある表情をしている、という特徴を有するものと認められ、その他の
特徴を含め総合的に考察すると、キューピーイラストは、従来のキューピッドのイ
ラストと異なり、新たな空想上の存在を感得させる独創的なものであって、従来、
子供、天使、キューピッド等の題材を扱った作品におけるこれらの表現として不可
避又は一般的なものにとどまらない創作性を有するものと認められる。
    　　また、本件著作物の複製物である本件人形を撮影した甲第３号証によれ
ば、本件人形の形態は、キューピーイラストの有する上記表現上の特徴をすべて具
備していることに加え、これを立体的に表現したという点において新たな創作性が
付与されたものと認められる。したがって、本件著作物は、ローズ・オニールがそ
の制作に先立って創作したキューピーイラストの二次的著作物として創作性を有す
るというべきである。なお、１９１０年作品中のキューピーのイラストは、キュー
ピーイラスト（本件イラスト著作物中のキューピーのイラスト）の複製物であっ
て、その創作により新たな著作権が生ずるものではないから、本件著作物の原著作
物であるということはできない。
    (2)　被控訴人は、本件人形の表現上の特徴について、極めてありふれたもので
あり、幼児ないし子供を題材とすれば、だれが書いても同じ表現にならざるを得な
いものであると主張する。しかしながら、幼児ないし子供を題材とした作品であっ
ても、その表現は多種多様であり得るのであって、従来の作品に新たな創作性が付
与されたものであれば、旧著作権法及び現行著作権法上の著作物というべきであ
る。上記のとおり、キューピーイラストが従来の作品における子供、天使、キュー
ピッド等の表現として不可避又は一般的な表現にとどまらず、むしろ、新たな空想
上の存在を感得させる表現上の創作性を有する以上、これを立体的に表現した本件
著作物もまた、その創作性を認めることができる。
    (3)　また、被控訴人は、本件著作物の特徴のすべては、ローズ・オニールの先
行著作物であるTwo Valentines イラスト、１９０３年作品、１９０５年作品、１９
０６年作品等に現れており、本件人形がこれら作品の複製物にすぎないと主張する
ので、検討する。
      ア　Two Valentines イラスト（乙４）との対比
        　Two Valentines イラストは、髪の毛が通常の幼児の量であり、目の形も
通常の幼児の大きさと比べて違和感がなく、頭部の突起が余り目立たないなど、全
体的に受ける印象が人間の幼児に近いものである点で、空想上の存在である印象の
強い本件人形と異なっている。また、上記イラストは、背部の双翼が目立つ点で
も、本件人形と異なっている。
      イ　１９０３年作品（甲６６、乙６）との対比
      　　当審で提出された甲第６６号証によれば、１９０３年作品は、毛髪及び
眉毛が不明りょうで、口及び鼻がほぼ点で描かれ、双翼が比較的明りょうで、上目
遣いで哀願するような悲しい表情をしているという点において、本件人形と異なっ
ている。なお、原審で提出された乙第６号証は、全体的に不鮮明であって、このよ
うな比較は困難である。
      ウ　１９０５年作品（乙７）との対比



      　　１９０５年作品は、髪の毛が通常の幼児の量であり、顔及び身体が写実
的に描かれており、頭部の突起があるものの毛髪の量に比してさほど違和感がない
など、全体的に受ける印象が人間の幼児に近いものである点で、空想上の存在であ
る印象の強い本件人形と異なっている。また、上記作品は、目を閉じて下を向き、
表情が暗く、背部の双翼が目立つ点でも、本件人形と異なっている。
      エ　１９０６年作品（乙９）との対比
      　　１９０６年作品は、側頭部において髪の毛が比較的明りょうであり、頭
の突起があるものの毛髪の量に比してさほど違和感がないなど、全体的に受ける印
象が人間の幼児に近いものである点で、空想上の存在である印象の強い本件人形と
異なっている。他方、上記作品は、恥ずかしげな表情をしており、背部の双翼が目
立つ点でも、本件人形と異なっている。
      オ　Special Messenger イラスト（乙１１）との対比
      　　Special Messenger イラストは、提出された写し（乙１１）が不鮮明で
あるため、毛髪、鼻、双翼等の存否又は形状が不明であり、上記のような比較は困
難である。ただし、写しから看取し得る限り、眉毛が長く明りょうで、口を開けて
笑っており、全体的に受ける印象が人間の幼児に近いという点で、本件人形と異な
っている。
    (4)　本件著作物は、これら先行著作物と異なり、キューピーイラストの表現上
の特徴をすべて備えており、これを立体的に表現したという点においてのみ創作性
を有すると認められることは上記のとおりであるから、本件著作物は、キューピー
イラストを原著作物とし、これを変形して立体的に表現したという点においてのみ
創作性を有する二次的著作物であるというべきであって、被控訴人主張の先行著作
物の二次的著作物ということはできない。
　３　美術の著作物の該当性について
    (1)　本件著作権は、日米著作権条約及び旧著作権法により我が国国内において
生ずる著作権であるから、権利発生の実体的要件については、我が国の旧著作権法
が適用されるべきである。上記のとおり、本件著作物は、キューピーイラストを原
著作物とし、これを立体的に表現した二次的著作物であるところ、キューピーイラ
ストは、美術の著作物に属するイラストとして著作物性を有し、本件著作物は、こ
れを立体的に表現したという点において更に創作性が付加されているから、旧著作
権法１条に規定する「美術ノ範囲ニ属スル著作物」として旧著作権法により保護さ
れるということができる。なお、１９０３年アメリカ合衆国著作権法が保護の対象
としていなかったものについては、日米著作権条約に規定する内国民待遇の射程が
問題となる余地がないわけではないが、美術の著作物である本件著作物について
は、１９０３年アメリカ合衆国著作権法によっても保護されることは明らかであ
り、現に上記のとおり同国において著作権登録もされているから、この点でも、本
件著作物が旧著作権法により保護を受けることに問題はない。
    (2)　被控訴人は、本件人形がいわゆる応用美術に当たるから著作物として旧著
作権法及び現行著作権法による保護を受けることはできないと主張する。しかしな
がら、上記認定のとおり、本件人形は、ローズ・オニール自身が戯れに彫ったキュ
ーピーの小さな彫像（本件著作物）を複製して制作されたものであるところ、控訴
人の主張する本件著作権は、玩具工場等において大量に複製されたキューピー人形
そのものではなく、ローズ・オニール自身が彫った上記キューピーの小さな彫像に
係る著作権をいうものと解すべきであるから、甲第３号証に撮影された人形自体が
金型を用いて大量生産されたものであるとしても、そのことは、本件著作物が美術
の著作物であることを否定する理由とはならない。上記認定のとおり、ローズ・オ
ニール自身が戯れに彫った上記キューピーの小さな彫像（本件著作物）は、複数の
玩具工場がキューピー人形の工業的大量生産を申し出た以前に、キューピーイラス
トを立体的に表現した美術の著作物として制作されたものである以上、本件人形
が、その後、玩具工場からの申出により大量に複製頒布されたとしても、このこと
によって本件著作物の著作物性が喪失すると解すべき理由はないからである。
　４　職務著作について
　　(1)　被控訴人は、本件著作物ないし本件人形はローズ・オニールがスタッフと
して勤務していた出版社等に係る職務著作物として制作されたものであって、当該
出版社等にその著作権が原始的に帰属した旨主張する。控訴人が主張する本件著作
権は、我が国における著作権であるが、職務著作に関する規律は、その性質上、法
人その他使用者と被用者の雇用契約の準拠法国における著作権法の職務著作に関す
る規定によるのが相当であるから、被控訴人主張の職務著作物該当性については、



アメリカ合衆国法によることになる。１９０９年アメリカ合衆国著作権法は、「著
作者」という用語は職務著作の場合における使用者を含むと規定するにとどまって
いたが、連邦最高裁判所の判例により、純然たる使用者と被用者の関係に限らず、
法人等とその被用者でない者との関係においても、前者が後者に作品の制作を依頼
した場合においては、一般に、このような依頼を受けた者は、著作権を、当該作品
自体とともに、依頼を行った者に移転する旨の黙示の合意をしたものと推定されて
いた（Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 109 S.Ct. 
2166, 2175 (1989)、乙５６参照）。
　　(2)　本件において、被控訴人は、雇用契約の相手方とされる出版社等がアメリ
カ合衆国のいずれの州法に基づいて設立された法人であるのかなど、州法について
準拠法を確定するために必要な事実を主張していないので、上記準拠法がアメリカ
合衆国のいずれの州法であるかは明らかとはいえないが、いずれの州法が準拠法で
あるとしても、ローズ・オニールが、当時、上記出版社等と雇用契約関係にあった
ことを認めるに足りる証拠はない。また、上記認定のとおり、ローズ・オニール
は、本件イラスト著作物を発表した後、キューピーの人形を作ってほしいとの子供
たちの手紙を受け取ったことから、戯れにキューピーの小さな彫像（本件著作物）
を彫ったのであって、その制作について、レディース・ホーム・ジャーナル等から
依頼を受けていたとは認められない。さらに、本件著作物は、上記認定事実に照ら
し、ローズ・オニールを著作者として公表されたと認められるのであり、上記出版
社等の著作者名義で公表することが制作当初から予定されていたものとはいえな
い。したがって、本件著作物について、被控訴人主張の職務著作物と認める余地は
なく、本件著作権は、本件著作物の制作により、原始的にローズ・オニールに帰属
したものというべきである。被控訴人の上記主張は採用することができない。
　５　著作権の保護期間について
    (1)　明治３９年５月１１日に公布された日米著作権条約は、日米両国民の内国
民待遇を規定しており（１条）、その後、昭和２７年４月２８日に公布された平和
条約７条(a)により日米著作権条約は廃棄されたが、アメリカ合衆国を本国とし、同
国国民を著作者とする著作物に対し、平和条約１２条(b)(1)(ii)及び外務省告示に
より、昭和２７年４月２８日から４年間、引き続き内国民待遇が与えられるととも
に、昭和３１年４月２７日までの間、日米著作権条約が有効であるとみなされた。
上記の著作物については、上記４年間の経過と同時に、万国条約特例法１１条に基
づき、今日に至るまで引き続き内国民待遇が与えられていると解される。
    　　１９１０年ないし１９１２年の間に本件著作物を創作し１９１３年にこれ
をアメリカ合衆国において発行したローズ・オニールは、日米著作権条約及び旧著
作権法により、我が国における本件著作権を取得し、その保護期間は、旧著作権法
３条、５２条１項により、著作者であるローズ・オニールの死後３８年とされた。
日米著作権条約は、平和条約７条(a)により廃棄されたが、平和条約１２
条(b)(1)(ii)、外務省告示及び万国条約特例法１１条により、内国民待遇が継続さ
れた。ローズ・オニールは、１９４４年４月６日、アメリカ合衆国ミズーリ州にお
いて死亡し（甲６、９）、本件著作権の保護期間中である昭和４６年１月１日に施
行された現行著作権法５１条により、本件著作権が著作権者であるローズ・オニー
ルの死後５０年間とされ、また、連合国特例法４条１項により、本件著作権の保護
期間について３７９４日間の戦時加算がされる結果、２００５年５月６日まで存続
することとなるから、本件著作権は、現在も保護期間が満了していない。
    (2)　被控訴人は、ベルヌ条約が万国条約及び万国条約特例法に優先するため、
本件著作権についても、ベルヌ条約が適用され、万国条約特例法１１条の適用が排
除されると主張する。そして、１９０９年アメリカ合衆国著作権法は、著作権の保
護期間は最初の発行後２８年であり、この保護期間経過１年前までに連邦著作権局
に対して更新の申請をして登録がされた場合には、更に２８年の更新が認められる
旨規定していたから、更新手続が執られたことの証拠のない本件著作物の同国にお
ける著作権は、１９４１年に保護期間が満了している。しかしながら、万国条約特
例法は、万国条約の実施に伴い、著作権法の特例を定めることを目的とするところ
（１条）、同法附則２項において、万国条約特例法施行前に発行された著作物につ
いては原則としてその適用がない旨を規定し、他方、同項括弧書により、同法１１
条については、同法施行前に発行された著作物についても適用される旨を規定して
いる。また、同法１１条は、平和条約２５条に規定する連合国で同法施行の際万国
条約締結国であるもの及びその国民を著作権者とし、平和条約１２条の規定に基づ
いて旧著作権法による保護を受けている著作物について、引き続き同一の保護を受



ける旨規定する。万国条約特例法１１条が平和条約２５条に規定する連合国及びそ
の国民（以下「連合国国民」という。）の著作物であることを要件としているの
は、連合国と我が国との間で効力を生じた条約が平和条約７条(a)により廃棄された
ためである。万国条約特例法１１条は、平和条約１２条(b)(1)(ii)及び外務省告示
により４年間に限り内国民待遇が継続されたものの、平和条約の失効により、それ
まで内国民待遇を与えられていた連合国国民を著作者とする著作物の著作権が我が
国において消滅することを避けるため、万国条約１９条の趣旨及び既得権尊重とい
う一般法理念に基づき、著作権法の特例として、上記著作物について特に内国民待
遇を継続してその保護を図ったものと解される。そうすると、万国条約特例法が万
国条約の実施のみを目的とする法律であるということはできず、同法１１条は、平
和条約１２条及び外務省告示が失効した後において、既得権尊重という一般法理念
及び国際信義の観点から、国際法上は保護義務を負わなくなる著作物を引き続き国
内法上保護するものというべきであるから、このような万国条約特例法１１条の趣
旨に照らすと、同条は、連合国国民の著作物を特に保護する規定として、アメリカ
合衆国のベルヌ条約加入の後も引き続き適用されるものと解するのが相当である。
    　　また、被控訴人は、同一当事国間においてベルヌ条約と万国条約の双方が
有効な場合について、万国条約１７条及び同条に関する附属宣言は、万国条約を排
除し、ベルヌ条約を適用することを定めていることを主張する。しかしながら、現
在、日米両国間の著作権保護について適用される条約はベルヌ条約であり万国条約
は適用されないとしても、上記のとおり、万国条約特例法１１条が、その趣旨に照
らし、連合国国民の著作物を特に保護する規定としてアメリカ合衆国のベルヌ条約
加入の後も引き続き適用されるものである以上、ベルヌ条約が万国条約に優先する
からといって、我が国国内法である万国条約特例法１１条の適用が排除されるべき
ものではない。また、ベルヌ条約は、同盟国間において内国民待遇等の著作権保護
を定める条約であるが、同盟国がベルヌ条約の規定を超えて連合国国民の著作権を
保護することを禁止するものと解すべき根拠はないから、アメリカ合衆国国民の著
作物について内国民待遇を継続する万国条約特例法１１条がベルヌ条約に反するも
のではない。
　　(3)　万国条約特例法１０条は、同法がベルヌ条約同盟国を本国とする著作物に
ついては適用されない旨規定するが、同条は、同法附則２項により、万国条約特例
法施行前に発行された著作物である本件著作物への適用が排除されているから、後
にアメリカ合衆国がベルヌ条約に加入しても、本件著作物について同法１０条が適
用される余地はないと解するのが同法の文理に合致する。また、保護期間の相互主
義を定める著作権法５８条（ベルヌ条約７条(8)の許容するところである。）は、同
法２章４節に規定されているところ、同法附則７条は、同法施行前に公表された著
作物の著作権の存続期間について、同法２章４節の定める期間より旧著作権法によ
る著作権の存続期間の方が長いときはなお従前の例によると規定しており、著作権
法２章４節の規定により旧著作権法の定める保護期間が短縮されることを想定して
いない。旧著作権法において、ベルヌ条約同盟国を本国とする著作物について著作
権の保護期間の相互主義を定めた規定はないから、ベルヌ条約には遡及効がある
（同条約１８条(1)）からといって、アメリカ合衆国が同条約に加入したことに伴い
著作権法５８条の遡及的適用により本件著作権の保護期間が短縮又は消滅すると解
することは、同法附則則７条の趣旨にも反するというべきである。
　　　　また、アメリカ合衆国がベルヌ条約に加入したことに伴い著作権の保護期
間について相互主義が遡及的に適用されると解することは、既に生じた私権につい
て後の法改正により遡及的にこれを消滅させることとなるが、このような法改正
は、私権保護及び法的安定性の観点から是認することができず、特に法令に明文の
規定を欠く以上、解釈によりそのような結果を招来させるためには、そのような解
釈を正当とする十分な根拠を要するというべきである。しかしながら、そのような
遡及適用を肯定する解釈は、上記のとおり、万国条約特例法附則２項及び著作権法
附則７条の文理及び法の趣旨に反する上、現行著作権法制とも整合しない。すなわ
ち、著作権法は、その施行に際し、特に附則２６条において、万国条約特例法１１
条の「著作権法」を「旧著作権法（明治三十二年法律第三十九号）」に改め、「そ
の保護」の下に「（著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、
同法の保護）」を加える改正を行い、万国条約特例法１１条により保護を受けてい
る著作物が現行著作権法の下において引き続き保護される旨を明記する法改正をし
ながら、同条に規定する内国民待遇と著作権法５８条に規定するベルヌ条約同盟国
間における保護期間の相互主義との関係について、特段の規定を置いておらず、そ



のほか、著作権法の施行及びアメリカ合衆国のベルヌ条約加入に際し、上記内国民
待遇とベルヌ条約同盟国間における保護期間の相互主義の調整を図るために特段の
立法もされていない。そうすると、私権保護及び法的安定性を犠牲にし、あえて内
国民待遇に優先して保護期間の相互主義を遡及適用すべき法令上の根拠も、そのよ
うな法解釈を採るべき合理的理由も見いだすことができない。したがって、アメリ
カ合衆国のベルヌ条約加入により著作権法５８条を遡及的に適用すべきであるとす
る被控訴人の主張は、採用することができない。
　　(4)　なお、付言すると、以上のとおり、本件人形の著作物は、本国であるアメ
リカ合衆国において１９４１年に保護期間が満了したにもかかわらず、我が国にお
いては、その後６０年を経過した今日において、なお本件著作権が存続しているこ
ととなるが、このような結論に対しては、一見したところ、不自然な感を受けない
わけではない。しかしながら、ベルヌ条約及び万国条約は、いずれも内国民待遇の
原則に則っているが、本質的には抵触法条約であって、超国家的な実体法のまとま
ったシステムを課しているわけではないから、加盟国の国内実体法同士がかなりの
程度に異なっている場合には、著作物の保護の程度にも差異を来し、最初に発行さ
れた国では保護を受けないような著作物でも、他の加盟国では保護を受けるという
事態も生じ得るところである。本件において、こうした事態を招いた第一の理由
は、本件人形の創作当時、アメリカ合衆国著作権法が創作から２８年間の保護期間
を定めていたのに対し、我が国の旧著作権法が著作者の死後３８年の保護期間を定
めていたことにある。当時のアメリカ合衆国著作権法は、著作権の更新の制度を有
し、更新の有無及び著作者の死亡時期によっては、必ずしも我が国旧著作権法によ
る保護期間の方が長期であるとは限らなかった。また、内国民待遇とは、条約締結
国国民の著作物を我が国国民の著作物と同様に保護することを意味し、我が国国民
の著作物に優先して保護するものではない。日米著作権条約及び旧著作権法によ
り、我が国国民の著作物とアメリカ合衆国国民の著作物は、その保護期間を含め、
完全に平等に保護されていたのである。平和条約、外務省告示及び万国条約特例法
が内国民待遇を継続したということは、このような内外国人平等の保護を継続した
ということを意味し、それ以上の意味はない。
　　　　本件著作物に対し、当時の我が国国民の著作物と比べより長期の保護期間
が与えられたのは、連合国特例法４条１項により、アメリカ合衆国国民の著作物に
対し保護期間を１０年以上加算したことによるものであって、確かに、同項が施行
されていなかったならば、本件著作権は既に保護期間が満了していたこととなる。
しかしながら、大戦の敗戦国において、このような措置を採ったのが我が国のみで
あったとしても、我が国が独自の判断によりこのような措置を採ったことは、大戦
後の特殊な諸般の状況に照らし、立法政策上、合理性を認めることができるから、
本件著作権の保護期間を判断するに当たり、連合国特例法４条１項による約１０年
の戦時加算をすべきことは当然であり、これによって導かれる保護期間を他の法令
の解釈により調整することは、法解釈として正当なものということはできない。
　６　本件著作権の控訴人に対する譲渡について
    (1)　相続人が、その相続に係る不動産持分について、第三者に対してした処分
に権利移転の効果が生ずるかどうかという問題に適用されるべき法律は、法例１０
条２項により、その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地法であ
って、相続の準拠法ではないことは、判例とするところであるから（最高裁平成６
年３月８日第三小法廷判決・民集４８巻３号８３５頁）、本件著作権の譲渡は、ア
メリカ合衆国国民であり同国ミズーリ州において死亡した亡ローズ・オニールの相
続財産の処分ではあるけれども、本件著作権の譲渡について適用されるべき準拠法
は、相続の準拠法として同州法とされるべきでないことは、上記判例の趣旨からも
明らかである。
    　　そして、著作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たっ
ては、譲渡の原因関係である契約等の債権行為と、目的である著作権の物権類似の
支配関係の変動とを区別し、それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべ
きである。
    (2)　まず、著作権の譲渡の原因である債権行為に適用されるべき準拠法につい
て判断する。いわゆる国際仲裁における仲裁契約の成立及び効力については、法例
７条１項により、第一次的には当事者の意思に従ってその準拠法が定められるべき
ものと解するのが相当であり、仲裁契約中で上記準拠法について明示の合意がされ
ていない場合であっても、主たる契約の内容その他諸般の事情に照らし、当事者に
よる黙示の準拠法の合意があると認められるときには、これによるべきものとされ



ている（最高裁平成９年９月４日第一小法廷判決・民集５１巻８号３６５７頁）。
著作権移転の原因行為である譲渡契約の成立及び効力について適用されるべき準拠
法は、法律行為の準拠法一般について規定する法例７条１項により、第一次的には
当事者の意思に従うべきところ、著作権譲渡契約中でその準拠法について明示の合
意がされていない場合であっても、契約の内容、当事者、目的物その他諸般の事情
に照らし、当事者による黙示の準拠法の合意があると認められるときには、これに
よるべきである。控訴人の主張する本件著作権の譲渡契約は、アメリカ合衆国ミズ
ーリ州法に基づいて設立された遺産財団が、我が国国民である控訴人に対し、我が
国国内において効力を有する本件著作権を譲渡するというものであるから、同契約
中で準拠法について明示の合意がされたことが明らかでない本件においては、我が
国の法令を準拠法とする旨の黙示の合意が成立したものと推認するのが相当であ
る。
    (3)　証拠によれば、以下の事実が認められる。
      　本件著作権は、ローズ・オニールの死後、同人の遺産を管理する遺産財団
に承継され、ミズーリ州タニー郡巡回裁判所により、ポール・オニールが遺産財団
管財人に選任された。ポール・オニールは、１９６４年３月１８日、同裁判所の命
令を受けて任務を終了したものの、１９９７年７月１４日、ローズ・オニールの新
たな財産が発見されたとして、デビッド・オニールから同裁判所に対し遺産財団管
財人選任の申立てがされ、同裁判所は、同月１５日、デビッド・オニールを遺産財
団管財人に選任した（甲６、９）。
      　控訴人は、平成１０年５月１日、遺産財団から、本件著作権を含むロー
ズ・オニールが創作したすべてのキューピー作品に係る我が国著作権等を、頭金と
して15,000アメリカドル、ランニング・ロイヤリティとしてキューピー製品及び物
品に係る控訴人自身の純収入の２％を支払うほか、キューピー作品に関して第三者
から受領した金額の２分の１を対価として支払う旨の約定により譲り受けた（甲７
２）。
      　被控訴人は、控訴人が本件著作権等の対価を当審口頭弁論終結日まで明ら
かにしなかったことを理由に控訴人主張の譲渡が虚構である旨主張し、確かに、こ
の点に係る控訴人の訴訟遂行は問題なしとしないが、このことから直ちに、上記著
作権譲渡契約の存在を否定することはできず、他に上記の認定を左右するに足りる
証拠はない。
    (4)　被控訴人は、デビッド・オニールを遺産財団管財人に選任したアメリカ合
衆国ミズーリ州タニー郡巡回裁判所の決定が法定の要件を充足しておらず無効であ
ると主張する。
    　　しかしながら、上記のとおり、ローズ・オニールはアメリカ合衆国ミズー
リ州において死亡したから、同州タニー郡巡回裁判所は、国際民事訴訟法上、遺産
財団管財人の選任について専属管轄を有するものと認められ、同選任の裁判が上訴
により取り消されるなど、その確定を妨げるべき事情はうかがわれず、被控訴人が
同裁判に対しアメリカ合衆国ミズーリ州の訴訟手続により不服を申し立てた等の事
情もうかがわれない。また、上記のとおり、遺産財団は、１９６４年１月１６日に
いったん清算を終了したが、他方、我が国において本件著作権が存続しているので
あるから、上記裁判所が遺産財団管財人を選任する要件である、清算終了後に未処
分財産を発見したときに当たる上、本件著作権等、新たに発見された財産に価値が
あり、ローズ・オニールから承継された知的財産権を管理するために遺産財団管財
人が必要であるということは、遺産管理状の交付申立てをする正当事由に当たると
いうことができる。さらに、デビッド・オニールの上記遺産管理状の交付申立書に
は、これらの要件が記載されており（甲９）、これらの点を併せ考慮すれば、上記
裁判所の遺産財団管財人の選任決定は適法にされたものと推認するのが相当であ
る。したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
    　　そうすると、控訴人と遺産財団とは、本件著作権について、上記譲渡契約
を有効に締結したということができる。
    (5)　次に、著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法
について判断する。一般に、物権の内容、効力、得喪の要件等は、目的物の所在地
の法令を準拠法とすべきものとされ、法例１０条は、その趣旨に基づくものである
が、その理由は、物権が物の直接的利用に関する権利であり、第三者に対する排他
的効力を有することから、そのような権利関係については、目的物の所在地の法令
を適用することが最も自然であり、権利の目的の達成及び第三者の利益保護という
要請に最も適合することにあると解される。著作権は、その権利の内容及び効力が



これを保護する国（以下「保護国」という。）の法令によって定められ、また、著
作物の利用について第三者に対する排他的効力を有するから、物権の得喪について
所在地法が適用されるのと同様の理由により、著作権という物権類似の支配関係の
変動については、保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。
    (6)　そうすると、本件著作権の物権類似の支配関係の変動については、保護国
である我が国の法令が準拠法となるから、著作権の移転の効力が原因となる譲渡契
約の締結により直ちに生ずるとされている我が国の法令の下においては、上記の本
件著作権譲渡契約が締結されたことにより、本件著作権は遺産財団から控訴人に移
転したものというべきである。
　７　本件著作権の第三者への譲渡について
    (1)　被控訴人は、遺産財団管財人ポール・オニールが遅くとも１９４８年６月
５日までに本件著作権を含むキューピー作品に係る著作権をジョゼフ・カラスに譲
渡したと主張する。
    (2)　しかしながら、仮に、遺産財団管財人ポール・オニールがジョゼフ・カラ
スに対し本件著作権を譲渡し、この譲渡契約が有効であるとしても、上記のとお
り、遺産財団から控訴人に対する本件著作権譲渡による物権類似の支配関係の変動
については、本件著作権の保護国である我が国の法令が準拠法となるから、本件著
作権について、ジョゼフ・カラスに対する譲渡と控訴人に対する譲渡とが二重譲渡
の関係に立つにすぎず、控訴人に対する本件著作権の移転が効力を失うものではな
い。
    　　我が国著作権法上、被控訴人は、本件著作権について、譲渡を受け、又は
利用許諾を受けるなど、控訴人が本件著作権譲渡の対抗要件を欠くことを主張し得
る法律上の利害関係を有しないから、控訴人は、被控訴人に対し、対抗要件の具備
を問うまでもなく、本件著作権を行使することができる。
　８　訴訟信託について
　　(1)　上記のとおり、本件著作権譲渡契約の有効性については、我が国の法令が
準拠法となるところ、我が国の法令上、遺産財団から控訴人に対する本件著作権の
譲渡が訴訟行為をさせることを主たる目的とする訴訟信託に当たると認めるに足り
る証拠はない。
　　(2)　被控訴人は、控訴人が本件著作権の譲渡を受けて間もなく本件訴訟を提起
したことを主張するが、このことから直ちに訴訟信託が推認されるものではない
上、控訴人は、上記認定のとおり、遺産財団に対して相当額の対価の支払を約し、
また、本件訴訟の遂行を弁護士である訴訟代理人に委任し、同代理人が原審及び当
審の口頭弁論期日に出頭して訴訟を遂行していることは訴訟上明らかであるから、
この点においても、本件著作権の譲渡が訴訟信託であるとは認め難い。
　９　権利の失効について
    (1)　権利を有する者が久しきにわたりこれを行使せず、相手方においてその権
利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったため、その
後にこれを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある
場合には、上記権利の行使は許されないとして、いわゆる失効の原則が適用される
場合のあることは、判例とするところである（最高裁昭和３０年１１月２２日第三
小法廷判決・民集９巻１２号１７８１頁、同昭和４０年４月６日第三小法廷判決・
民集１９巻３号５６４頁）。
    (2)　しかしながら、本件において、被控訴人は、被控訴人が現在に至るまで７
０年以上にわたり被控訴人商標等を使用し続けてきたこと、ローズ・オニール及び
その承継人が、その間、本件著作権の行使をしなかったことなどを主張するが、そ
れだけでは、上記法理の適用により本件著作権の権利行使の不許ないし権利の消滅
を根拠付けるに足りる事情ということはできないから、被控訴人の主張は採用の限
りではない。
    　　なお、被控訴人は、権利の失効について権利濫用を基礎付ける事情として
も主張するが、本件においては、後記のとおり、被控訴人が本件人形の複製又は翻
案をしたものとは認められないから、権利濫用の成否については判断しない。
　10　以上のとおりであるから、控訴人は、本件著作権の著作権者であるというべ
きである。
　11　複製又は翻案について
    (1)　二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的
部分についてのみ生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じな
いと解するのが相当である（最高裁平成９年７月１７日第一小法廷判決・民集５１



巻６号２７１４頁）。これを本件についてみると、上記のとおり、本件著作物は、
本件イラスト著作物中に描かれたキューピーイラストを原著作物とする二次的著作
物であり、また、原著作物であるキューピーイラストを立体的に表現した点におい
てのみ創作性を有するから、立体的に表現したという点を除く部分については、キ
ューピーイラストと共通しその実質を同じくするものとして、本件著作権の効力は
及ばないというべきである。
    (2)　そこで、この見地から控訴人主張の複製又は翻案の成否について判断する
に、本件著作物それ自体が証拠として提出されていない本件においては、その複製
物である本件人形と被控訴人イラスト等を対比検討するのが相当である。
    　ア　まず、被控訴人人形を本件人形と対比すると、両者とも、全体的な特徴
として、①ほぼ直立の人形である、②乳幼児の体型であり、頭部が大きい、③裸で
ある、④性別がはっきりせず中性的である、⑤ふっくらとしているという共通点を
有し、細部の特徴として、⑥頭頂部にとがった形状の髪の毛が前後に細長く生えて
前に垂れており、側頭部の耳付近に若干の毛髪があるが、頭部のその余の部分には
髪の毛がない、⑦後頭部が突き出している、⑧頬がふっくらしている、⑨目は丸く
大きい、⑩瞳が大きい、⑪眉は、目から離れた位置に描かれている、⑫鼻は目立た
ず、小さく丸い、⑬口は、ややほほ笑んでいる表情に描かれている、⑭両手は、腕
を伸ばし、掌を広げている、⑮腹部は、前に張り出している、⑯肩の付近に小さな
双翼が描かれているという点で共通する。
    　　　これに対し、本件人形と被控訴人人形とは、相違点として、①全身のプ
ロポーションについて、前者はほぼ2.5頭身であるのに対し、後者はほぼ2.3頭身で
ある、②顔について、前者は縦長の楕円形状であるのに対し、後者は縦横の長さが
ほぼ同じである、③眉について、前者は点のように描かれているのに対し、後者は
円弧状に細長く描かれている、④口について、前者は唇が細長く描かれているのに
対し、後者は細く短かく描かれている、⑤腹部について、前者は下腹部が前方に突
き出ているのに対し、後者は全体が前方に張り出している、⑥胴について、前者は
中央が最も太いのに対し、後者は尻のあたりが最も太い、⑦尻について、前者は背
中部分から突き出すことなく連続して、下方に向けて狭まっているのに対し、後者
は背中部分に比べ後方に突き出ているという点がある。
    　イ　次に、被控訴人イラストは、平面的な著作物であるから、立体的な本件
著作物の創作的な表現が再生されているというためには、被控訴人イラストから立
体的な表現を看取することができ、かつ、看取された立体的表現が本件人形の内容
及び形式を覚知させるか又は本件人形の本質的な特徴を直接感得させるものである
ことを要するというべきである。この観点から被控訴人イラストを見ると、イラス
トごと程度の差はあるものの、陰影、彩色の濃淡等により、ある程度立体的表現を
看取することができ、全体的特徴として、乳幼児の容貌でありふっくらとしている
という点で共通する。そこで、更に進んで、被控訴人イラストを本件人形と対比す
る。
      　（渡辺イラスト）
      　　渡辺イラストを本件人形と対比すると、全体的な特徴として、乳幼児の
体型であり、頭部が2.3～３等身で大きく、全身がふっくらとしているという点で共
通し、細部の特徴として、①頭頂部にとがった形状の髪の毛が前後に細長く生えて
前に垂れており、側頭部の耳付近に若干の毛髪があるが、頭部のその余の部分には
髪の毛がない（図面（八）は側頭部にも髪の毛がない。）、②目は丸く大きく、瞳
が大きい、③鼻は目立たず、小さい、④口は、ややほほ笑んでいる表情に描かれて
いる、⑤頬が全体的にふっくらしている、⑥腹部は、前に張り出しているという点
で共通する。
      　　これに対し、本件人形と渡辺イラストには、以下のような相違点があ
る。すなわち、①前者は裸であるのに対し、後者のうち図面（三）（五）（七）
（九）のものは衣服を着ている、②性別について、前者は全く不明確であるのに対
し、後者のうち図面（一）（三）（五）（九）のものは衣服及びリボンにより性別
が表現されている、③眉について、前者は点のように描かれているのに対し、後者
は横に細長く描かれている、④口について、唇が細長く描かれているのに対し、後
者は唇が細く短く描かれている、⑤双翼について、前者は肩付近に付けられている
のに対し、後者は描かれていない（不明りょうな図面（一）のものを除く。）とい
う点である。
      　（駄場イラスト）
      　　駄場イラストを本件人形と対比すると、全体的な特徴として、全身の描



かれた図面（六）（一〇）（一三）（一四）（一五）（一七）のものについて頭部
が大きく、いずれの図面のものもふっくらとしているという点で共通し、細部の特
徴として、①図面（六）（一〇）（一三）（一四）（一五）（一七）のものについ
て、頭頂部にとがった形状の髪の毛が前後に細長く生えて前に垂れており、側頭部
の耳付近に若干の毛髪があるが、頭部のその他には髪の毛がなく、図面（一一）
（一二）（一六）のものについては、側頭部の耳付近に若干の毛髪があり、②目は
丸く大きい、③眉は、目から離れた位置に描かれている、④鼻は目立たず、小さく
丸い、⑤口は、ややほほ笑んでいるように描かれているという点で共通する。
      　　これに対し、本件人形と駄場イラストには、以下のような相違点があ
る。すなわち、①前者は全身の立像であるのに対し、後者のうち図面（一一）（一
二）（一六）のものは頭部及び手のみが描かれている、②全身のプロポーションに
ついて、前者はほぼ2.7頭身であるのに対し、後者はほぼ2.3頭身である、③前者は
裸であるのに対し、後者のうち全身の描かれた図面（六）（一〇）（一三）（一
四）（一五）（一七）のものについては衣服を着ている、④性別について、前者は
不明であるのに対し、後者のうち図面（一三）左側のものはスカート及びリボンに
より性別が表現されている、⑤顔について、前者はやや縦長の楕円形状であるのに
対し、後者は縦横の長さがほぼ同じである、⑥後者は瞳にハイライトが施され睫毛
が描かれているのに対し、前者にはこのような表現がない、⑦眉について、前者は
点のように描かれているのに対し、後者は円弧状に細く描かれている、⑧口につい
て、前者は唇が細長く描かれているのに対し、後者は細く短く描かれている、⑨双
翼について、前者は肩付近に付けられているのに対し、後者のうち図面（一三）中
央のものについては、背中全体に双翼が大きく描かれ、その余のものについては、
双翼が描かれていないという点である。
　　(3)　そうすると、本件著作物が原著作物であるキューピーイラストを立体的に
表現した点においてのみ創作性を有し、その余の部分に本件著作権は及ばず、他
方、被控訴人イラスト等が上記の諸点において本件人形と相違し、全体的に考察し
ても受ける印象が本件人形と異なることに照らすと、本件著作物において先行著作
物に新たに付加された創作的部分は、被控訴人イラスト等において感得されないか
ら、被控訴人イラスト等は、本件著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるもの
でもなく、また、本件著作物の本質的な特徴を直接感得させるものでもないから、
本件著作物の複製物又は翻案物に当たらないというべきである。
        なお、被控訴人イラスト等の中には、被控訴人人形、被控訴人イラストの
図面（一）ないし（四）等、本件著作物の本質的な特徴を相当程度感得させるかの
ように見られるものもあるが、本件著作物は、本件イラスト著作物を原著作物と
し、これを立体的に表現したという点においてのみ創作性を付加された二次的著作
物であるから、被控訴人イラスト等に本件著作権の効力が及ぶというためには、本
件著作物において新たに付加された創作的部分が感得されることを要するのであっ
て、本件人形と被控訴人イラスト等との間に上記の程度の相違点があれば、被控訴
人イラスト等に本件著作権の効力は及ばないといわざるを得ない。
    (4)　控訴人は、本件著作物の原著作物であるキューピーイラストについて我が
国における保護期間が満了していないことを理由として、本件著作権の効力が原著
作物に新たに付加された創作的部分についてのみならず本件著作物全体に及んでい
ると主張する。
    　　しかしながら、二次的著作物の著作権が原著作物に新たに付加された創作
的部分についてのみ生ずることは、二次的著作物の著作権者が原著作物について著
作権を有していることによって影響を受けないと解するのが相当である。なぜなら
ば、二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上の保護を
受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が付加されているためであって、二次的
著作物のうち原著作物と共通する部分は、何ら新たな創作的要素を含むものではな
く、別個の著作物として保護すべき理由がないところ（上記最高裁判決）、我が国
において原著作物の著作権について保護期間が満了しておらず、かつ、二次的著作
物の著作権者が原著作物の著作権者であるからといって、二次的著作物のうち原著
作物と共通する部分について別個の著作物として保護すべき理由がないという点で
は、二次的著作物の著作権者が原著作物の著作権者でない場合と何ら異なるところ
はないからである。
    　　したがって、キューピーイラストの著作権について我が国における保護期
間が満了しておらず、かつ、控訴人がその著作権者であるということは、本件著作
権の権利範囲に影響を及ぼさないというべきであり、控訴人の主張は、採用するこ



とができない。
    (5)　また、控訴人は、原審第４回口頭弁論期日において、本件イラスト著作物
について著作権の保護を求める著作物として主張する趣旨ではないし、今後もその
ような趣旨の主張をするつもりはないと述べているとおり、本件において、上記原
著作権に基づく請求をしていない以上、原著作物の著作権について保護期間が満了
しておらず、控訴人が原著作権の著作権者であるということは、本件訴訟の結論に
影響を及ぼさない。
　12　したがって、被控訴人イラスト等が本件著作物の複製物又は翻案物であると
いうことはできないから、控訴人の本件著作権に基づく差止め及び廃棄の請求は、
その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
  13　職権により検討するに、記録に照らすと、本件訴訟の経緯は以下のとおりで
ある。
  　　原審において、脱退前被控訴人は、被控訴人イラスト等の複製が本件著作権
の侵害に当たるとして、被控訴人に対し、被控訴人イラスト等の複製の差止め、こ
れらの複製物の廃棄、損害賠償及び不当利得返還を求める訴え（東京地方裁判所平
成１０年(ワ)第２５３３号事件、以下「第一事件」という。）を提起し、次いで、
控訴人が、本件著作権を脱退前被控訴人から譲り受けたとして、独立当事者参加の
申出により、被控訴人に対し、前同様の差止等を求める訴え（同裁判所平成１０年
(ワ)第１６３８９号事件、以下「第二事件」という。）を提起して第一事件に参加
し、脱退前被控訴人は、訴訟脱退の申立てをした。しかし、被控訴人がその承諾を
しなかったため、脱退の効力を生じなかったところ、原審は、本件から第一事件の
弁論を分離して口頭弁論を終結した上、原告（注、脱退前被控訴人）の請求をいず
れも棄却する判決をし、次いで、第二事件について口頭弁論を終結して、参加人
（注、控訴人）の請求をいずれも棄却する判決をした。これに対し、控訴人は、被
控訴人に対し、本件控訴の提起をし（損害賠償請求及び不当利得返還請求は不服申
立ての範囲外）、当審において、控訴人が本件著作権の著作権者であることの確認
を求める請求を追加し、脱退前被控訴人は訴訟から脱退し、被控訴人はその承諾を
した。
      民事訴訟法（明治２３年法律第２９号、以下「旧民事訴訟法」という。）７
１条の独立当事者参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決を
するときは、三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、当事者
の一部に関する判決をすることが許されないことは、判例とするところであり（最
高裁昭和４３年４月１２日第二小法廷判決・民集２２巻４号８７７頁）、このこと
は、民事訴訟法４７条１項により第三者が当事者の一方のみを相手方として独立当
事者参加をした場合にも同様であると解するのが相当である。なぜならば、旧民事
訴訟法７１条と同様、民事訴訟法４７条４項は、必要的共同訴訟に関する同法４０
条１項ないし３項を準用しており、三当事者間における訴訟の合一確定を要請して
いる点において、旧民事訴訟法７１条と異なるところはないからである。
      そうすると、原審において、民事訴訟法４７条１項による上記参加がされた
本件においては、合一確定の要請に照らし、控訴人のした本件控訴は、脱退前被控
訴人に対しても効力を生じ、脱退前被控訴人が当審において被控訴人の地位に立つ
とともに、控訴人に対して正本が送達されず判決が確定していない第一事件を含
め、両事件が全体として当審に移審して審理の対象になったというべきである。し
たがって、本件の弁論を分離して第一事件及び第二事件につき各別に言い渡された
原判決はいずれも違法であり、この瑕疵は職権調査事項に当たるから（上記最高裁
判決）、第一事件及び第二事件に係る原判決は、いずれも取消しを免れない。
  14　第一事件に係る脱退前被控訴人、被控訴人間の訴訟は、当審における脱退前
被控訴人の脱退により終了しているので、更に、第二事件に係る控訴人の請求の当
否について判断すると、上記判示のとおり、控訴人の差止め及び廃棄の請求は理由
がなく、控訴人が当審において追加した著作権確認請求は理由がある。
  　　よって、原判決をいずれも取り消し、第二事件に係る控訴人の差止め及び廃
棄の請求を棄却し、控訴人が当審において追加した著作権確認請求を認容すること
とし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法６７条２項、６４条本文、６１条を適用し
て、主文のとおり判決する。
  
    　　　東京高等裁判所第１３民事部

    　　　　　　　裁判長裁判官　　　篠　　　原　　　勝　　　美



    　　　　　　　　　　裁判官　　　石　　　原　　　直　　　樹

    　　　　　　　　　　裁判官　　　長　　　沢　　　幸　　　男

別紙　物件目録
　　添付図面（一）～（一七）
　　添付写真（一八）・（一九）（二〇）・（二一）
別紙　著作物目録
　　添付写真（一）・（二）（三）・（四）
別紙　イラスト著作物目録


